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研究成果の概要（和文）：本研究の主な成果は、次の3点である。第1に、研究代表者である嶋田暁文は、2018年
5月に行われた日本行政学会・共通論題Ⅱにおいて研究成果の招待報告を行う機会に恵まれ、広く学界関係者に
本研究の成果を知っていただくことができた。第2に、研究代表者および共同研究者は、研究途中の中間的成果
を論文の形で数多く公刊した。第3に、研究代表者・嶋田暁文は、『季刊行政管理研究』171号に寄稿を要請され
ていることから、これまでの研究成果のエッセンスを体系的に整理し、臨床行政学の構想を明らかにする論考を
寄稿する予定である。そのほか、研究成果全体を取りまとめ、単行本として公刊できないか、引き続き模索して
いく。

研究成果の概要（英文）：The main outcome of this study are as follows:
First, Akifumi Shimada, the representative of the research, had the opportunity to submit an 
invitation report on the research results at the Common Agenda II of the The Japanese Society for 
Public Administration in May 2018, and was able to widely inform academia of the results of the 
research.Secondly, the representative and collaborators of this study published many interim results
 in the form of papers.Third, Akifumi Shimada is requested to contribute to "Gyosei Kanri Kenkyu"
(the quarterly administrative management research), he plans to write a report describing the 
essence of his research results in a systematic manner and unveiling the plan of clinical public 
administration.
In addition, this study team will continue to try to publish, compiling the entire research result.

研究分野： 行政学
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研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究の学術的な意義は、第1 に、「臨床行政学」の提唱を通じて、行政学のあり方論に一石を投じる点にあ
る。第2 に、事例研究、規範的理論研究の復権につながる点にある。本研究は、これらの研究を軽視する傾向に
歯止めをかけ、バランスの良い学問展開に資する。第3 に、ケーススタディを促進し、行政学教育の充実に寄与
し得る点にある。従前の行政学教育は、多くの場合、理論と制度概要等の説明に終始し、ケーススタディの紹介
は極めて不十分にとどまってきたように思われる。第4 に、行政現場に実践的知見を提供することによって行政
学のレリバンシーを証明する点にある。それは同時に本研究の社会的意義でもある。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 本研究の学術的背景は、大きく分けて二つあった。第 1 に、「現在の行政学のあり方だけで

は、行政学のレリバンシー（社会的有用性）を発揮し得ないのではないか」という危機感であ

る。第 2 に、行政学のレリバンシーを求める社会的実情の存在である。なぜなら、増大・複雑

化する行政ニーズに応えるには、行政現場（具体的には自治体現場を対象とする。）に遍在する

「形式的・硬直的対応」問題を克服するための方策が必要だからである。以下、それぞれにつ

いて順に述べる。 

 まず、現在の行政学界においては、①実証志向（因果関係分析志向）、②一般化志向が顕著であ

る。こうした学問スタイルに基づく「理論行政学」は、まさに社会科学の名にふさわしい特性を

備えており、否定すべきものでは全くない。しかし、下記の限界を有しているのも事実である。第

1 に、「実証および一般化に向いた事象」に分析対象が設定されやすく、そうでない事象は、無

視されがちになるという点である。言い換えれば、数量的なデータが存在する事象、もしくは、数

量的データに変換できる事象が研究対象になりやすい。しかし、そうした事象は全体からみれば

ごく一部にとどまり、多くの重要な事象が研究対象から漏れてしまうという弊害は否めない。第

2 に、規範性の希薄化もしくは欠如が生じやすいという点である。なぜなら、そこでは、規範と

事実を峻別し、後者にとどまることこそが科学的態度として推奨されるためである。その結

果、得られた研究結果の中には、「So What?」という疑問を抱かずにはいられないものが少な

くない。第 3 に、Why を問うことに重きが置かれ、How という問いが軽視されやすい点で

ある。「なぜ？」という疑問に基づき、変数間の因果関係を明らかにすることは大切であるが、

「当該事象をどのように理解すべきか？」という視座を得ることもそれに劣らず重要なはずで

ある。しかし、そうした How の問いを設定し、考察を深める上で重要と思われる規範的理論

研究（＝問題設定の適切性を問うような理論研究）は、因果関係分析の隆盛と裏腹に、流行ら

なくなってしまっている。第 4 に、一般化を志向する結果、一つひとつの事例研究の意義が軽

視されてしまうという点である。統計手法に基づく一般化志向の研究は、多くの事例を集め、

その共通的側面に着目して、仮説がどれだけ一般的に当てはまるのかを明らかにしようとする。

一方、個々の事例の特殊性は相殺され、無意味化されることになる。そして、事例研究は、仮

説導出のための手掛かり的な意味はあるが、それ以上のものではないものとして一段低い位置

づけを与えられる。しかしながら、実践的知見の多くは、むしろ“厚い記述”に基づく事例研

究を通じてこそ得られるのである。一般化にとって無価値なものとして位置づけられる事例の

特殊性は、一般的な命題に基づく安易な処方を戒め、個々の現場状況に合った処方箋のあり方

論へとつながる。医学や社会福祉学において、ケーススタディが重視され、一般論では解決し

得ないような特殊ケースこそむしろ尊重される傾向にあるのは、そのことが踏まえられている

からであろう。行政学のレリバンシーを高めるためには、同様に、事例研究の位置づけを考え

なおす必要がある。 

 では、学術的背景の第 2 で言及した行政学のレリバンシーは、何ゆえに求められているので

あろうか。それは、人口減少、高齢化、災害の頻発などにより、地域の実情を踏まえた柔軟か

つスピィーディな対応が不可欠な諸問題が増えているにもかかわらず、行政現場では、柔軟・

迅速な対応どころか、逆に、硬直的で形式的な対応が多々見られるからである。たとえば、東

日本大震災では、500 人いる避難所に 300 人分の布団が送られてきたことがあった。驚くべ

きことに、この時、行政は、“300 枚布団があっても、500 人全員に渡せないので、不公平に

なるから配らない”という理由で、せっかく送られてきた布団を配らなかった。また、ある県で

は、国体を開催した際、全国の選手を一般家庭に民泊させ、地域の人たちと交流してもらうとい



う興味深い試みを行った。しかし、それは、①各家庭のお母さんへの検便検査の義務づけと、②

生ものは一切出してはいけないというルールによって水を差されることになった。「おいしい

海の幸を食べれる」と楽しみにやってきた選手たちは、各家庭での夕食後、刺身等を食べに外

食に出かけたという。さらに、ある自治体では、自治会が自治体補助金を使って物品を購入し

た際に商店街ポイントがついたはずだとして、その分の返還を求めたという。自治会としては

「どうせ物を買うなら、地域経済に貢献する形でお金を使うべきだ」という判断でわざわざ商

店街で購入したにもかかわらずである。こうした「形式的・硬直的対応」に終始している限り、

行政に期待されている、迅速かつ柔軟な問題解決は期待できない。行政学には、この問題の克

服方策を明らかにする社会的使命がある。 
 
２．研究の目的 

 本研究の目的は、第 1 に、因果関係の解明と命題の一般化を志向している現在の行政学

のあり方（以下、「理論行政学」と呼ぶ。）だけでは行政学のレリバンシーを十分に確保す

ることが難しいことを明らかにし、行政学のもう一つのあり方として、「臨床行政学」を提

唱すること、そして、医学のごとく、行政学においても「理論行政学」と「臨床行政学」

の相互往来こそが重要であることを主張することにある。第 2 に、「臨床行政学」の具体

的な実践のあり方を示すべく、行政現場における「形式的・硬直的対応」問題を、できるか

ぎり網羅的に抽出した上で、現場実践からの学びと、規範的理論研究の検討から得られる知見

の動員によってその克服方策（たとえば、上記東日本大震災の例でいえば、①自治体職員が自

分たちで判断するのではなく、住民自身に話し合ってもらい、その判断を尊重するという方策

や、②「非常時において物資等が不足している場合には、体力的に弱い子ども、妊婦、お年寄

りを優先的に扱う」といったルールを事前に定めておくという方策があり得た。）を明らかに

すること、そして、その作業を通じて、行政学のレリバンシーを証明することにある。 
 
３．研究の方法 
 本研究を遂行する上で行うべき基礎的な作業は、（1）行政学理論と社会科学方法論について

の文献調査と理論的検討、（2）自治体職員の方々との対話を通じた現地調査（事例収集調査）

や文献調査、（3)「形式的・硬直的対応」問題の克服事例についての現地調査（インタビュー調

査）、（4）「形式的・硬直的対応」問題を論じた規範的理論研究の検討の四つである。 
 これらの作業を基礎として、そこでの研究成果を整理し、体系化を図る。 
 
４．研究成果 

 本研究の成果は、現段階では、大きく分けて三つに分けることができる。 

 第 1 に、2018 年 5 月に行われた日本行政学会・共通論題Ⅱにおいて、研究成果の報告を行

ったことである。当初の研究計画書では、「平成 30 年 5 月に開催される日本行政学会に公募企

画として応募し（担当責任者：森裕亮）、研究成果の中間的な発信を行う」としていたが、“研

究代表者である嶋田暁文が同共通論題の報告者として招待され、本研究の研究成果を発表する

機会に恵まれる”という思わぬ僥倖により、広く学界の関係者に本研究の成果を知っていただ

くことができたのであった。参加者が限定的な分科会とは異なり、共通論題の場合には、当日

学会に参加した会員全員が聞くことになるためである。 

 第 2 に、研究代表者である嶋田暁文による「何が自治体職員の『働き方改革』を阻むのか」

（『都市問題』2018 年 7 月号）、「自治体職員の働き方改革と自治体行政システムのあり方―分

権改革論議で見落とされてきたもの」（阿部昌樹＝田中孝男＝嶋田暁文編著『自治制度の抜本的

改革―分権改革の成果を踏まえて』法律文化社、2017 年）、「レッド・テープ研究の動向と課題



に関する一考察―H.カウフマン『レッド・テープ』邦訳公刊を契機として」（『季刊行政管理研

究』158 号、2017 年）など、研究途中の成果を論文の形で公刊したことである。 

 第 3 に、本研究グループが自治労福岡県本部との合同で福岡県内全自治体を対象とした

働き方実態に関するアンケート調査を行ったことである。その結果、「『現在の職場在籍年

数』（同一の職場における在籍年数）が長くなっても、職員のモチベーションには影響を及

ぼさない」とか「入庁 3 年目でモティベーションが下がる」といった興味深い結果が得ら

れた。ただし、この研究成果については、自治労福岡県本部の研究会では報告したり、成

果の一部を断片的に論文等で紹介してはいるものの、まだその全貌を公刊できていない。 

 以上が現時点での研究成果であるが、今後さらなる成果も期待できる。 

 まず、研究代表者・嶋田暁文は、『季刊行政管理研究』171 号（2020 年 9 月 25 日発行）

への寄稿要請を受け、（これまでの研究成果を踏まえる形で）臨床行政学の構想を体系的に

論じる論考を同号に寄稿する予定である。同誌は、日本の行政学界のメンバーが目を通す

最もメジャーな雑誌の一つであり、そこでの成果発表には、それなりのインパクトが期待

できる。 

 さらに、これまでの研究成果をとりまとめ、単行本の形で公刊できないか、現在も引き

続き検討中である。出版事情はなかなか厳しいが、粘り強い交渉を進めていく予定である。 
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